
 

 

 

 

 

業務及び財産の状況に関する説明書 

【令和 5年 10月期】 

 

 

 
 

この説明書は、銀行法第 21条第１項ならびに銀行法施行規則第 19条の 2第２項及び第３

項に基づき、外国銀行支店および外国銀行の説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するため作

成したものである。 
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１．外国銀行支店に係る事項 
 

 

一 外国銀行支店（以下「カナダロイヤル銀行東京支店」といいます）の概況 

 

 

イ．カナダロイヤル銀行東京支店の日本における代表者の氏名及び役職名 

 

  日本における代表者 松本 秀樹 
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  ロ．カナダロイヤル銀行東京支店に係る外国銀行（以下「ロイヤル・バンク・オブ・カナダ」といいま

す）の株式等につき、保有の多い順に十以上の株式等の保有者に関する事項 
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ハ．カナダロイヤル銀行東京支店の名称及び所在地 

 

  営業所の名称  カナダロイヤル銀行 東京支店 

  所在地   〒107-0052 

      東京都港区赤坂 1丁目 8番 1号 

      赤坂インターシティ AIR8階 

 

  その他の営業所  その他に日本国内における営業所はありません 

 

ニ．カナダロイヤル銀行東京支店を所属銀行とする銀行代理業者に関する事項 

 

  該当ありません。 
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二 カナダロイヤル銀行東京支店の直近の事業年度における事業の概況 
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三． カナダロイヤル銀行東京支店の直近の二事業年度の貸借対照表及び損益計算書 

 

貸借対照表 
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損益計算書 
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２．当該外国銀行支店（カナダロイヤル銀行）に係る外国銀行（ロイヤル・バンク・オブ・カ

ナダ）の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面 
 

 

ロイヤル・バンク・オブ・カナダは、関東財務局へ金融商品取引法第 24 条第 1 項に基づく有価証券報告書

を提出しております。当該有価証券報告書の全文は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類

に関する電子開示システム」であるＥＤＩＮＥＴ（Electronic Disclosure for Investors' NETwork）から、

ＥＤＩＮＥＴコード E05998 で閲覧が可能です。 

 

 


